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 東松島市第 2 次環境基本計画は、当初計画（平成 19 年 3 月策定）に続く計画であり、計画期

間は平成 29 年度から令和 8 年度までの 10 年間です。 

 この計画は、前計画と同様に「東松島市環境基本条例」の理念の実現をめざし、環境の保全と

創造に関する政策を総合的かつ計画的に推進するためのものです。 

 また、「東松島市総合計画」などの各種計画と整合性を図りながら、市民・事業者・市が環境

の保全と創造に取り組むための将来像や目標、連携、協働のあり方などの方向性を示すものです。 

 

（１）環境基本計画の体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）市民・事業者・市の役割 
○市民の責務 

 ・その日常生活において、資源及びエネルギーの消費、廃棄物の排出等による環境への負荷を

低減するように努めなければならない。 

 ・環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する政策

に協力しなければならない。 

○事業者の責務 

 ・その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害を防止し、環境の保全のために、

必要な対策を講じなければならない。 

 ・その事業活動に伴う資源及びエネルギーの消費、廃棄物の排出等による環境への負荷の低減

その他環境保全及び創造に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造

に関する政策に努力しなければならない。 

○市の責務 

 ・環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な政策を推進しなければならない。 
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基本目標１ 

自然を守り、 

動植物を愛しみ、 

育てます 

基本目標２ 

暮らしやすい 

安全な生活環境 

を守ります 

基本目標３ 

環境にやさしい 

まちづくりを 

推進します 

基本目標４ 

持続可能な 

循環型の 

地域社会を 

創ります 

 
基本目標 5 

協働で創る 

環境のまちを 

めざします 
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◆ 具体的な施策（計画の体系） 
５つの基本目標を達成するために、施策の方向ごとに具体的な施策を定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標 施策の方向 具体的施策 

基
本
目
標
１ 

自
然
を
守
り
、
動
植
物
を
愛
し
み
、
育
て
ま
す 

基
本
目
標
２ 

暮
ら
し
や
す
い
安
全
な
生
活
環
境
を
守
り
ま
す 

施策の方向 1 

自然環境を保全・

再生・活用します 

○自然環境や自然景観の保全・再生

に努め、活用します。 

○都市計画などの整備には、自然環

境や景観に配慮します。 

○特別名勝松島としての景観保全・再生に努め、観光

資源としての活用を図ります。 

松林の植樹 

施策の方向２ 

森林、農地、海域、

河川を保全します 

○森林などの保全・育成、適正な管理を推進します。 

○被災した農地の復旧を図るとともに、農地の適正な

管理を推進します。 

○海域・河川の環境の保全・浄化、養殖業の適正管理

を推進します。 

施策の方向３ 

動植物の保護に努

めます 

○自然の動植物の把握、保護に努めます。 

○生物の生息環境の保護・保全に努めます。 

○保護団体等との情報共有に努めます。 

施策の方向 1 

恵み豊かな水環境

を守ります 

施策の方向２ 

騒音が少ないまち

づくりに努めます 

施策の方向３ 

きれいで安全な大

気を守ります 

施策の方向４ 

安全な生活環境を

守ります 

○公共用水域の保全に努めます。 

○水質汚濁防止対策を推進します。 

○航空機騒音対策を推進します。 

○自動車騒音対策を推進します。 

○家庭や工場・事業所等からの騒

音・振動対策を推進します。 騒音調査 

○大気の保全に努めます。 

○大気汚染物質の排出削減に努めます。 

○悪臭対策を推進します。 

○安全で活力ある土壌環境の保全に努めます。 

○放射性物質の監視を継続します。 
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基本目標 施策の方向 具体的施策 
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環
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可
能
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基
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協
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で
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る
環
境
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し
ま
す 

施策の方向 1 

環境負荷の少ない

まちづくりを推進

します 

施策の方向２ 

身近に良好な自然

環境等を創ります 

施策の方向３ 

気候変動の影響に

適応できるまちづ

くりに努めます 

○温室効果ガスの排出抑制を推進します。 

○オゾン層の保護を推進します。 

○自立的・分散型エネルギー社会

づくりを推進します。 

○生活環境の美化や緑化に努めます。 

○市街地における緑の保全、創

出を推進します。 

○歴史的・文化的環境の保全に

努めます。 
小学生による美化活動 

○温暖化によって増える恐れのある災害等への対応

に努めます。 

○生態系や人間社会への対応に努めます。 

○健康被害に対する対応に努めます。 

施策の方向 1 

持続可能な循環型

の地域社会を形成

します 

○資源循環型社会の形成

を推進します。 

○廃棄物の適正処理を推

進します。 

○グリーン購入を推進します。 

施策の方向１ 

環境教育・環境学

習・環境情報の充

実に努めます 

施策の方向２ 

市民などの環境活

動の支援・人材育

成に努めます 

○小中学生等に対する環境教育の充実を図ります。 

○市民・事業者等の環境学習の充実を図ります。 

○環境情報の共有化を図ります。 

○市民・事業者・自然保護団体等の環境活動等への

支援に努めます。 

○市民・事業者・行政の交流機会づくりに努めます。 


